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１） ローマ私法の発展は，一二表法（前４５０年）から

東ローマ帝国ユースティーニアーヌス大帝（在位５２７

－５６５年）による法典編纂に至るまで，約１，０００年にわ

たるが，その中心となるのは，安定した統治が続き，

活発な経済活動の展開を見た元首政期（前２７－後２３５

年）の約２５０年間であり，法学史上，ローマ法の古典

期と称せられる。この時代にあっては，売買において

正当な価格と考えられるものは一応想定はされていた

が，価格の決定は当事者の交渉に委ねられ，原則とし

て裁判官は介入して無効とすることはなかった。そし

て，ローマ法学者は，公然とこの原則を認めている

（Paulus D.19,2,22,3,「高いものを安く買い，安いもの

を高く売り，そして，相互に欺す（circumscribere）

ことが売買において当然に（naturaliter）許されてい

るように，同様に賃約においても妥当する。」Ulpianus

D.4,4,16,4,「同じポンポーニウスは曰く，売買の価格

について契約当事者が互いに欺すことは当然に許され

ている，と。」）。しかし，例外的に，例えば当事者に

悪意（詐欺）の意図ある場合，あるいは，２５歳未満者

が，損害を蒙る場合には，当事者の申立により法務官

が介入し，原状回復を命ずることがあった。

２） ユースティーニアーヌス帝の編纂にかかる，そ

れまでに発布された勅法の集成である勅法彙纂には，

土地を不当に安く，すなわち正当価格の半額で買った

買主は，売主に不足額の支払か土地の返却をすべきと

定めたディオクレティアーヌス帝（在位２８４－３０５年）

の２つの勅法 C.4,44,2（２８５年）「ディオクレティアー

ヌス，マクシミアーヌス両帝，アウレリウスに宣示す

る。あなた又はあなたの父が，高い価格の物を安い価

格で売却したならば，権威が介入して，あなたが，代

金を買主に返却し土地の返還をうけるか，又は買主が

選択するならば，正当価格に不足するものをあなたが

［買主から］受領するのが，衡平（humanus）である。

真の価格の半額が支払われなかったなら，代価は安か

ったとみられる。ディオクレティアーヌス帝（２度目），

アリストブロス両名が執政官の年（２８５年）１０月２８日」，

および８（２９３年）「同両帝，アウレリア エウオデア

に宣示する。もし，あなたの意思であなたの土地をあ

なたの息子が売却した場合，その売却が有効とみなさ

れないためには，買主の策略と陰謀による悪意または，

生命又は身体の急迫の畏怖が示されねばならない。あ

なたは安い価格での土地の売却を主張するが，そのこ

とのみでは購入の廃棄には足らない。すなわちあなた

が売買契約の本質を熟慮し，買主は安く買おうとし，

売主は高く売ろうとしてこの契約に近寄り，多くの交

渉，つまり売主は言い値を譲り，買主は価格に歩み寄

り一定の代価に合意したことを考えるならば，この合

意により完成した契約をあるいは直ちにあるいはその

後価格の高さが気に入らないから破棄することを認め

ることは，売買約束を守る信義も，理性も許さないこ

とを十分にあなたは認識するであろう。但し，売却の

時点で与えられた価格が正当価格の半額以下なら（す

でに買主に与えられた選択権を伴って）この限りでな

い。（同年１２月１日）」を収録する。この規定は，中世

以来莫大損害 laesio enormis と称され，カノン法大全

Decret.Gregr.3,17,3（Alexander３世 １１７０年）同６，

（Innocentius３世 １２０８年）ともなり，近代初頭の２

大民法典フランス民法（１８０４）１６７４条，オーストリア

民法（１８１１年）９３４／５条に引継れている。（ちなみに，

我国においても，仏人ボアソナードの起草した民法草

案には条文を有したが，旧民法には採られず，また，

ドイツ民法の影響をうけた現民法にもない）
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３） ところで，ユースティーニアーヌス帝は法典編

纂に当って，従来の勅法・学説に現在の状況に合せて

加筆・訂正を行うべきことを命じており，この結果生

じた修正を編纂の任に当ったトリボニアーヌスに因ん

で，「トリボニアーヌスの修正」と称する。この修正

を見出すことが，歴史的なローマ法研究の鍵と考えら

れ，とりわけ１９世紀来より極めて盛んとなった。この

動きに対する反省は，１９６０年代後半から漸く始まり，

次第に拡まりつつあるが，なお多くの問題をかかえて

いる。

４） 前記ディオクレティアーヌス帝勅法のいわゆる

莫大損害による契約解消について，同帝が他の勅法で

は契約維持を強調していること，西部卑俗法ではこの

制度を採用していないことなどから，むしろ，６世紀

のユースティーニアーヌス帝の政策遂行（弱者保護，

キリスト教的思想の実現）のために，修正を加えたも

のとの見解が今日でもなお根強い。

５） 法典編纂の際の修正を出来る限り限定して認め

ようとする今日の動向から考えると，この問題に新た

な仮説で検討するに値しよう。

古典期においても，上述のように，判断力の十分で

ない者を保護するため，２５歳未満者の法律行為につい

ては，この者が損害を蒙った場合には，法務官は事案

審査ののち，原状回復を与えた。その際，損害は大き

なものでなければならぬとされている。この制度を，

ディオクレティアーヌス帝は前記勅法に先立つ２８５年

８月，２５歳を超えた者にも適用する勅令を発布してい

る。（C.2.53（５４）,3）「ディオクレティアーヌス，マク

シミアーヌス両帝，参事会員プロクルスに宣旨する。

誠意に基づく契約においては，公の法が事案審査の上，

裁判官の職権により２５歳以上の者にも援助を与える。

ディオクレティアーヌス（２度目），アリストブロス

両名が執政官の年（２８５年）（８月５日）」

また，古典期において，２５歳未満者が代理人となっ

た場合についても，原状回復を認める見解が存したこ

とが推測しうる。（Paulus D.4,4,24pn）「しかしなが

ら，もし若年者が自ら進みて成年者の事務に介入した

ときは，成年者が損害を蒙らないようにするため，若

年者は原状に回復されるべきである（下略）。」

さらに，嫁資物の評価（売買とパラレルに取扱われ

る）について，嫁資設定者が，嫁資目的物の不当に安

い評価をうけていた場合には，その不足額の支払か嫁

資 物 の 返 却 を 要 す る と さ れ て い る。（Ulpianus

D.23,3,12,1）「もし，妻が嫁資の評価につき，欺され

たと主張するとき，例えば，奴隷を安く評価したこと

ではなく，［嫁資として］与えることにつき欺された

場合は，奴隷が自分に返却されるよう訴訟する。しか

し，妻が評価のやり方につき欺されたなら，正当な評

価を供与するか奴隷を差し出すかは，夫の任意である。

これは，奴隷が生存の場合である（下略）。」

このような背景の中では，２５歳未満者の原状回復な

いしこれに極めて近い事例につき，ディオクレティア

ーヌス帝が，不足額の提供または契約解消を認めたこ

とはありえよう。ビザンツ法源（とりわけバシリカ法

典注釈）でのささやかな取扱いもこれによって納得さ

れよう。

６） なお，ローマの哲学思想における「正当価格」論，

とりわけ，キケロ「義務論」3, 12, 49ff.で表明され，教

父アンブロシウス「義務論」3, 9, 41ff に受け継がれて

いる議論が，法実務にいかなる影響を与えたか，は今

後の課題である。

（B０１「伝承と受容（世界）」班）
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